
PAZ圏内における避難体制

 警戒事態が発生した場合、伊方町は、住民広報、県に対して避難用車両等の手配依頼、一時集結所及び避難経
由所の開設準備を行う。一方、避難行動要支援者等は、避難準備等行う。

 施設敷地緊急事態になった場合、伊方町は、住民へ避難準備の周知を行う。一方、避難行動要支援者等は、支援
者が同行することで避難可能な者等はあらかじめ定められた避難先施設、避難経由所等へ避難を開始する。なお、
無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者は屋内退避を実施する。避難経由所へ避難の後は、広域避難所又は福祉
避難所に移動する。

 全面緊急事態になった場合、伊方町は住民に避難を指示。自家用車で避難が可能な住民は避難経由所へ避難し、
自家用車による避難が困難な住民は、一時集結所に集合のうえ、避難経由所へ避難。その後、広域避難所へ移
動する。

避難元

（伊方地域、

瀬戸地域）

福祉
避難所
（9施設）
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広域
避難所
（13施設） 各広域避難所に移動す

るための受付等を実施

 児童等の保護者への引
き渡しを実施

避難経由所

（松前公園）

主に県が手配した車両（ﾊﾞｽ等）で避難
経由所まで移動するために、一時的な
集合場所として活用

＜利用対象者＞
 自家用車避難が困難な住民
 避難可能な在宅の避難行動要支援
者のうちﾊﾞｽ・福祉車両で避難する者

一時集結所

（伊方中学校、瀬戸総合体育館）

 自家用車避難ができる者
 小中学校等の児童等

いかたちょう

いかたちょう

いかたちょう

いかた

いかた

せと
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避難準備警戒事態

施設敷地緊急事態

全面緊急事態

PAZ圏内の学校・保育所の避難

 PAZ圏内の4つの小中学校の児童等（約310人）は、警戒事態になった場合、避難準備を開始し、施設敷地緊急事

態になった場合、職員とともに避難経由所（松前公園）に移動後、保護者に引き渡す。
 PAZ圏内の4つの保育所の児童（約140人）は、警戒事態になった時点で保育を中止し、保護者へ引き渡す。保護
者への引き渡しができなかった児童は、施設敷地緊急事態になった場合、職員とともに最寄りの学校に移動のうえ、

学校の児童等と一緒に避難経由所（松前公園）に避難し、保護者に引き渡す。
 全ての学校・保育所において個別避難計画を策定済。

保護者が児童を引き
取り・避難準備

児童の
引き渡し

避難の開始児童等と職員がともに避難経由所（松前公
園）に避難を開始

保育所

保育所名
人数

児童 職員 合計

大浜（おおはま）保育所 17人 5人 22人

伊方（いかた）保育所 92人 19人 111人

九町（くちょう）保育所 22人 8人 30人

加周（か しゅう）保育所 8人 6人 14人

合 計（4施設） 139人 38人 177人

学校

学校名
人数

児童等 職員 合計

水ヶ浦（みずが うら）小学校 20人 8人 28人

伊方（いかた）小学校 108人 14人 122人

九町（く ちょう）小学校 62人 16人 78人

伊方（いかた）中学校 121人 23人 144人

合 計（4施設） 311人 61人 372人

避難経由所（松前公園）
保護者への引き渡しができなかった児童は、避難経由所で保護者
に引き渡し

※1：学校に保護者が児童等の迎えに来た場合は、引き渡しを実施。
※2：児童等の人数については、平成28年4月1日現在。

避難準備※1

避難経由所（松前公園）
児童等は、避難経由所で保護者に引き渡し

引き渡しができなかった児童と
職員は、最寄りの学校に移動し、
学校の児童等と一緒に避難経

由所（松前公園）に避難を開始
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まさき
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 PAZ圏内の社会福祉施設（1施設約90人）について、個別避難計画を策定済であり、 30km圏外の松前町にある施

設において、避難先を確保。

 無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者は、放射線防護対策が講じられたつわぶき荘（自施設内）において、避難に

必要な準備が整うまで屋内退避を実施。その他の入所者等は、あらかじめ定められた避難先施設へ避難を実施。

 何らかの事情で、あらかじめ選定しておいた避難先施設が活用できない場合には、愛媛県が受入先を調整。

PAZ圏内の社会福祉施設の避難

＜PAZ圏内１施設の入所者等の避難の考え方＞
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※1 無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者は自施設内で屋内退避
※2 輸送等の避難準備完了後、あらかじめ定められた避難先施設へ避難
※3 その他の入所者等は、あらかじめ定められた避難先施設へ避難
※4 短期入所生活介護については、入所定員数ではなく、平均的な入所者数で算定

避難元施設

＜放射線防護施設＞

計92人

施設名 施設種別
入所
定員数

つわぶき荘

介護老人福祉施設 50人

軽費老人ﾎｰﾑ 30人

短期入所生活介護 12※4人

※1

※3

自施設内
屋内退避

※2

避難先施設

施設種別 市町名
受入見込
人数

介護老人福祉施設

松前町
（2施設）

38人

軽費老人ﾎｰﾑ 35人

軽費老人ﾎｰﾑ 21人

計94人

※3
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 在宅の避難行動要支援者の175人うち、116人は支援者がいることを確認。残る避難行動要支援者

については、伊方町、自主防災会議、民生委員、消防団等によるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを通じて支援者を確保。
 支援者の同行により避難可能な者は、支援者の車両、ﾊﾞｽ、福祉車両等で避難先へ移動。
 無理に避難するとかえって健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両等で、近傍の放射
線防護施設へ移動。

PAZ圏内の在宅の避難行動要支援者の避難

広
域
避
難
所
（
13
施
設
）
又
は
福
祉
避
難
所
（
9
施
設
）

支援者が同行等をすることで避難可能な者

支援者の自家用車等で移動

支援者とともに徒歩、
自家用車等で移動

ﾊﾞｽ、福祉車両等で移動

無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者

支援者の車両又は福祉車両等で移動
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支援者

在宅避難行動

要支援者
（175人）

つわぶき荘、伊方中央公民館、九町診療所

放射線防護施設

伊方中学校

瀬戸総合体育館

一時集結所 避
難
経
由
所
（
松
前
公
園
）

ﾊﾞｽ、

福祉車両
等で移動

106人（支援者47人）

5人（支援者5人）

64人（支援者64人）
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輸送等の避難準備完了後、
避難を実施

※ 避難行動要支援者の数は平成28年4月1日現在。



PAZ圏内において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

 施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力は、想定対象人数約820人について、ﾊﾞｽ24台、福祉車両
25台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様10台、車椅子仕様15台）。

想定対象
人数

必要車両台数※1,2

備 考
ﾊﾞｽ※3

福祉車両※4,5

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）
福祉車両※4,5

（車椅子仕様）

学校・保育所の児童等の
避難

549人
（児童等450人+
職員99人）

（8箇所）

9台
（26人乗）

9台
（46人乗）

0台 0台 保護者への引き渡しによりその分必要車両台数は
減少【資料P24】

社会福祉施設の入所者等
の避難※6

106人
（入所者86人+
職員20人）
（1箇所）

2台
（46人乗）

（入所者63人+
職員8人）

6台
（入所者10人+

職員5人）

8台
（入所者13人+

職員7人）

【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様）】※5

○施設車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1名、車椅子2名乗り：1台）
○四電車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2名、車椅子1名乗り：5台）
【車椅子仕様】
○施設車両（1名乗り：1台）
○伊方町（いかたちょう）車両（8名乗り：1台）

在宅の避難行動要支援者
等の避難

153人
（要支援者106人

+
支援者47人

4台
（46人乗）

(要支援者79人
+

支援者25人)

3台
（要支援者5人+
支援者5人）

7台
（要支援者22人+
支援者17人）

【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様）】※5

○四電車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2名、車椅子1名：3台）
【車椅子仕様】

○伊方町車両（1名、4名、8名乗りを各1台：計3台）
○四電車両（6名乗り：1台）

在宅の避難行動要支援者
のうち、無理に避難すると
健康ﾘｽｸが高まる者等を
放射線防護施設に輸送※6

10人
（要支援者5人+
支援者5人）

0台 1台
(要支援者5人+
支援者5人)

0台 放射線防護施設に輸送【資料P25】
近距離のため福祉車両1台（四電車両：ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2
名乗り）でﾋﾟｽﾄﾝ輸送（3往復）を想定

合 計 818人 24台 10台 15台

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※2 想定必要車両台数（ﾊﾞｽ、福祉車両）は、各施設又は伊方地域・瀬戸地域で必要となる車両台数を合算

※3 ﾊﾞｽは、佐田岬（さだみさき）半島の地域特性を踏まえ、2種類の乗車人数（26名乗り及び46名乗り）により想定
※4 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子どちらも乗車でき、配置により乗車台数を自由に変えられる車両を多く配備しているため、実際配備している車両の仕様を基に必要台数を積算
※5 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様の車両で想定した場合は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様と車椅子仕様にそれぞれ1台ずつ積算
※6 「無理に避難すると健康ﾘｽｸが高まる者」は、輸送の準備が整うまで放射線防護施設内に屋内退避 29
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PAZ圏内における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保

 施設敷地緊急事態発生時には、社会福祉施設、在宅の避難行動要支援者、教育機関の避難のため
に、伊方町、学校、社会福祉施設及び四国電力が保有する車両のほか、愛媛県と愛媛県ﾊﾞｽ協会の
協定及び覚書に基づき、ﾊﾞｽ協会が配備する車両により、必要車両台数を確保。

確保車両台数
備 考ﾊﾞｽ等

（ﾊﾞｽ、乗用車）
福祉車両※1

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）
福祉車両※1

（車椅子仕様）

（A）必要車両台数 24台 １0台 15台

（B）確保車両台数 計28台以上 計10台 計15台

確
保
先

伊方町 ― ― ４台

【車椅子仕様】
○2台（1台当たり：車椅子8名、その他5名乗り）
○1台（車椅子4名、その他22名乗り）
○1台（車椅子1名、その他5名乗り）

学校、社会福祉
施設

5台 1台 2台

【ﾊﾞｽ等】
○2台（各29名乗り) ○各1台（15名、10名、7名乗り）
【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様】※1

○1台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1名、車椅子2名、その他5名乗り）
【車椅子仕様】
○1台（1名、その他4名乗り）

愛媛県のPAZ・
UPZ圏内市町の
ﾊﾞｽ会社

23台以上 － －

ﾊﾞｽ台数の内訳
【ﾊﾞｽ】
10台（26名乗り）13台（46名乗り）
愛媛県のPAZ・UPZ圏内市町のﾊﾞｽ会社が保有する車
両総数265台

四国電力 － 9台 9台

【仕様】
四電福祉車両は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子の配置を自由に変
えられる仕様であり、下記2ﾊﾟﾀｰﾝの配置を想定
ﾊﾟﾀｰﾝ①：＜ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2名、車椅子1名、その他4名乗り＞
ﾊﾟﾀｰﾝ②：＜車椅子6名、その他3名乗り＞
【配備台数】

9台（伊方地域）※1

※1 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様の車両を保有している場合は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様と車椅子仕様にそれぞれ1台ずつ積算
※2 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請 30
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避難を行うことにより健康ﾘｽｸが高まる在宅の避難行動要支援者に係る対応

31

 予防的な避難を行うことによって、かえって健康ﾘｽｸが高まるような重篤者等については、無理な避難は行わず、
放射線防護機能を付加した近傍の放射線防護施設へ収容。

 PAZ圏内の放射線防護施設は、3施設884人を収容可能。
 放射線防護施設においては、884人がおよそ7日間を目安に生活できる食料及び生活物資等を確保するため、必
要な備蓄と供給体制を整備済み。

九町診療所
（収容可能者数：73人）

伊方中央公民館
（収容可能者数：165人）

くちょう

いかた

放射線防護施設（PAZ圏内：3施設）

つわぶき荘
（収容可能者数：646人）

PAZ



自然災害等により道路等が通行不能になった場合の復旧策

他の緊急輸送交通施設管理者
（国土交通省国道事務所）
（市・町 道路管理者）

（西日本高速道路株式会社等）
（港湾管理者・空港管理者）
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国道197号

＜松山自動車道＞

国土交通省四国地方整
備局及び高速道路会社
（NEXCO）が応急復旧作
業を実施。

啓開ｽﾃｯﾌﾟⅠ
啓開ｽﾃｯﾌﾟⅡ

愛媛県庁

災害対策本部

災害発生

道路管理者は道路施設の被害状況
等の情報収集を実施

伊方発電所を連絡する
国道378号等を啓開

伊方発電所を連絡する
国道197号等を啓開

ｽﾃｯﾌﾟⅠ

ｽﾃｯﾌﾟⅡ

愛媛県道路啓開計画

連携

協定に基づく業務支援活動

（一社）愛媛県建設業協会等

各管理者が道路啓開等を実施

愛媛県

避難開始前の段階において、避難計画で避難経路として定められている道路等が自然災害等により使用できない場

合は、愛媛県、伊方町は、代替経路を設定するとともに、道路等の管理者は復旧作業を実施。

 「愛媛県道路啓開計画」の啓開優先順位（ｽﾃｯﾌﾟⅠ～Ⅲ）に基づき道路啓開を行い、緊急輸送道路の確保を行う。
 直轄国道及び高速道路については、国土交通省四国地方整備局及び高速道路会社（NEXCO）が早急に被害状況
を把握し、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い、早期の道路交通の確保等に努める。

いかたちょう

いかた
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＜愛媛県の管理道路＞

愛媛県が建設業協会等と連携し、
応急復旧作業を実施。

国道378号

＜直轄国道＞

国土交通省四国地方整備局
が応急復旧作業を実施。

PAZ

UPZ



5． PAZ圏内の全面緊急事態
における対応

＜対応のﾎﾟｲﾝﾄ＞
1. 自家用車による避難ができない住民の移動手段（ﾊﾞｽ等）を確保し、避難を開始すること。

2. 避難先施設の受入れ体制を整えること。

3. 安定ﾖｳ素剤を持っていない者（紛失等）に、緊急配布すること。
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※1避難対象者数は、PAZ圏内住民の合計数から割り出した数字であり、若干の増減がある。
34

 PAZ圏内（伊方地域、瀬戸地域（佐市、足成））の住民については、自家用車で避難できる住民は、自家用車に

より松前町の避難経由所（松前公園）に移動後、松前町の指示する広域避難所に避難。

 自家用車での避難が困難な住民は、町又は県が配車した町内移動用車両で一時集結所（伊方中学校、瀬戸総

合体育館）に集合し、避難経由所（松前公園）へﾊﾞｽで移動のうえ、松前町の指示する広域避難所に避難。
 避難先については、避難計画に関する住民説明会等を通じて対象となる住民に周知。

PAZ圏内の住民の避難先及び避難住民数

避難元：伊方地域、瀬戸地域

自家用車

町内移動用車両

ﾊﾞｽ

瀬戸地域
せ と

※2自然災害等により松前町の避難先が使用できない場合に備え、第2避難先候補として今治市と上島町を設定。
いまばりし かみじまちょうま さきちょう

避難経由所 ： 松前公園

松前町が広域避難所を指示
まさきちょう

ま さき

松前町 広域避難所
（13施設 10,758人収容可能）

：松前（まさき）公園体育館（997人）
：松前（まさき）小学校 （1,469人）
：松前（まさき）中学校 （1,422人）
：北伊予（きたいよ）小学校 （948人）
：北伊予（きたいよ）中学校 （826人）
：岡田（おかだ）小学校 （1,073人）
：岡田（おかだ）中学校 （1,073人）

：県立伊予（いよ）高校 （949人）
：健康増進ｾﾝﾀｰ （273人）
：松前（まさき）総合文化ｾﾝﾀｰ（541人）
：東公民館 （430人）
：西公民館 （383人）
：北公民館 （374人）

（ ）は収容可能人数

まさきちょう

伊方中学校、

瀬戸総合体育館
一時集結所 ： せと

いかた

いかた せと

いかた

まさき

まさき

いかた

まさきちょう

せと

せと

伊方中学校

一時集結所

いかた

瀬戸総合体育館

一時集結所

せと

あしなるさいち

いかた

せと

あしなる さいち

避難

対象者

伊方地域
いかた

PAZ圏内
地域

ﾊﾞｽ避難者数
（自家用車避難が
できない者）

自家用車
避難者数

伊方地域 4,472人 731人 3,741人

瀬戸地域

（足成、佐市）
151人 23人 128人

合計 4,623人 754人 3,869人

PAZ

UPZ

いかた

せ と

あしなる さいち



PAZ圏内の観光客及び民間企業の従業員の数

PAZ圏内の民間企業（従業員30名以上）の状況（詳細）

 PAZ圏内の観光施設における1日当たりの入場見込み人数は約940人、民間企業（従業員30人以
上）は6社（約220人）存在。

PAZ圏内の観光施設の状況
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地域名 民間企業名 従業員数

伊方地域

西宇和（農協）伊方支店 49人

伊方建設㈲ 32人

㈱ﾋｻｼ水産伊方工場 32人

㈱みさき果樹園 36人

㈲町見緑化 33人

伊方ｻｰﾋﾞｽ㈱ 33人

瀬戸地域（足成、佐市） 該当なし 0人

合計（6社） 215人

地域名 施設数 入場見込人数

伊方地域 7 938人

瀬戸地域（足成、佐市） 0 0人

合計（7施設） 938人

※入場見込人数については、入場ﾋﾟｰｸ時
（8月）における1日当たりの入場者数を基
に算定

※従業員については、通勤に使用する自家
用車、ﾊﾞｽで避難

観光施設における入場見込人数：平成27年実績

いかた

せと あしなる さいち

いかた

せと あしなる さいち

企業名及び従業員数：総務省・経済産業省『平成24年経済ｾﾝｻｽ－活動調査』の調査票情報を基に現地確認を
行った上で独自集計したもの



全面緊急事態で必要となる輸送能力

 全面緊急事態で必要となる輸送能力は、自家用車で避難できない住民、観光施設から避難する一
時滞在者、合計約850人分：ﾊﾞｽ20台。

 各事業所の従業員の避難方法については各事業所単位で周知（施設敷地緊急事態で、自家用車
により帰宅）。

想定対象人数※1 必要車両台数 備 考

自家用車での避難ができない住民 754人 17台 一時集結所にて乗車【資料P32】
1台当り46人程度の乗車を想定

観光施設から避難する一時滞在者 94人 3台 ﾊﾞｽ1台当り46人程度の乗車を想定
1日あたりの観光施設の入場見込
み人数938人のうち、約9割が自家
用車や観光ﾊﾞｽで来場する想定で、
その1割を想定対象人数として算入。
【資料P33】

合 計 848人 20台

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※2 民間企業に勤務する就労者は、通勤に使用する自家用車もしくはﾊﾞｽ等により避難
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